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(57)【要約】
【課題】水等の液体による短絡が起こりにくい内視鏡用
照明装置及びこれを備えた内視鏡装置を提供すること。
【解決手段】長尺の挿入部２の遠位端部２ａに配された
基板１２と、基板１２に実装された照明光源１４と、照
明光源１４に電気的に接続され基板１２に設けられた配
線パターン１３と、配線パターン１３を覆うように基板
１２上に設けられ光透過性を有し且つ絶縁性を有する被
覆部１６と、被覆部１６に積層され光透過性を有する封
止樹脂１８と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡装置に設けられ、あるいは内視鏡装置と共に使用される内視鏡用照明装置であっ
て、
　長尺の挿入部の遠位端部に配された基板と、
　前記基板に実装された照明光源と、
　前記照明光源に電気的に接続され前記基板に設けられた配線パターンと、
　前記配線パターンを覆うように前記基板上に設けられ光透過性を有し且つ絶縁性を有す
る被覆部と、
　前記被覆部に積層され光透過性を有する封止樹脂と、
　を備えることを特徴とする内視鏡用照明装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の内視鏡用照明装置であって、
　前記被覆部は、前記照明光源と前記配線パターンとの両方を覆う
　ことを特徴とする内視鏡用照明装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の内視鏡用照明装置であって、
　前記配線パターンと前記照明光源とはボンディングワイヤにより接続されており、
　前記被覆部は、前記照明光源、前記配線パターン、及び前記ボンディングワイヤを覆う
　ことを特徴とする内視鏡用照明装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の内視鏡用照明装置であって、
　前記基板、前記照明光源、及び前記封止樹脂は、枠体の内部に配され、
　前記枠体の内面の少なくとも一部は、前記被覆部により被覆されている
　ことを特徴とする内視鏡用照明装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の内視鏡用照明装置であって、
　前記被覆部は、前記照明光源から発せられた光を反射させる高反射部材を有する
　ことを特徴とする内視鏡用照明装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の内視鏡用照明装置であって、
　前記基板はセラミックス基板であり、
　前記被覆部は、
　　光透過性を有し且つ絶縁性を有する樹脂と、
　　前記樹脂に分散され前記被覆部の線膨張係数を前記樹脂のみの線膨張係数よりも下げ
るためのフィラーと、
　　を有する
　ことを特徴とする内視鏡用照明装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の内視鏡用照明装置であって、
　前記照明光源は、青色ＬＥＤであり、
　前記封止樹脂と前記被覆部との間には、前記照明光源から発せられる光の一部を励起光
として白色光を発する蛍光体が設けられており、
　前記照明光源と前記配線パターンとはボンディングワイヤによって接続されており、
　前記ボンディングワイヤは前記蛍光体内に配されている
　ことを特徴とする内視鏡用照明装置。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一項に記載の内視鏡用照明装置を備えた内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、内視鏡用照明装置及びこれを備えた内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、観察対象物の内部など、観察者が直接目視することが困難な場所を観察するため
の内視鏡装置が知られている。内視鏡装置は、長尺な挿入部と、挿入部の先端に設けられ
た画像取得部とを備えている。
　また、画像取得部による画像の取得を良好なものとする目的で、挿入部の先端には、照
明装置が設けられている。照明装置が設けられた内視鏡装置の例として、例えば特許文献
１には、光源として発光ダイオードが設けられた内視鏡の先端部が開示されている。
　特許文献１に記載の内視鏡の先端部において、発光ダイオードは、封止樹脂（充填剤）
によって封止されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－８９１３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の内視鏡の先端部の構成では、発光ダイオードが実装
された基板と充填剤との界面が剥離しやすく、この場合に、水等が外部から浸入してしま
う可能性がある。基板や発光ダイオードに水が付着すると、照明装置の回路が水等を介し
てショートしたり、照明装置の配線を構成する金属が溶出して他の配線に対して短絡（マ
イグレーション）を起こしたりして、照明装置の故障に繋がる可能性がある。
【０００５】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、水等の液体によ
る短絡が起こりにくい内視鏡用照明装置およびこれを備えた内視鏡装置を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、この発明は以下の手段を提案している。
　本発明の内視鏡用照明装置は、内視鏡装置に設けられ、あるいは内視鏡装置と共に使用
される内視鏡用照明装置であって、長尺の挿入部の遠位端部に配された基板と、前記基板
に実装された照明光源と、前記照明光源に電気的に接続され前記基板に設けられた配線パ
ターンと、前記配線パターンを覆うように前記基板上に設けられ光透過性を有し且つ絶縁
性を有する被覆部と、前記被覆部に積層され光透過性を有する封止樹脂と、を備えること
を特徴とする内視鏡用照明装置である。
【０００７】
　また、前記被覆部は、前記照明光源と前記配線パターンとの両方を覆っていてもよい。
　また、前記配線パターンと前記照明光源とはボンディングワイヤにより接続されており
、前記被覆部は、前記照明光源、前記配線パターン、及び前記ボンディングワイヤを覆っ
ていてもよい。
【０００８】
　また、前記基板、前記照明光源、及び前記封止樹脂は、枠体の内部に配され、前記枠体
の内面の少なくとも一部は、前記被覆部により被覆されていてもよい。
【０００９】
　また、前記被覆部は、前記照明光源から発せられた光を反射させる高反射部材を有して
いてもよい。
【００１０】
　また、前記基板はセラミックス基板であり、前記被覆部は、光透過性を有し且つ絶縁性
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を有する樹脂と、前記樹脂に分散され前記被覆部の線膨張係数を前記樹脂のみの線膨張係
数よりも下げるためのフィラーと、を有していてもよい。
【００１１】
　また、前記照明光源は、青色ＬＥＤであり、前記封止樹脂と前記被覆部との間には、前
記照明光源から発せられる光の一部を励起光として白色光を発する蛍光体が設けられてお
り、前記照明光源と前記配線パターンとはボンディングワイヤによって接続されており、
前記ボンディングワイヤは前記蛍光体内に配されていてもよい。
【００１２】
　本発明の内視鏡装置は、本発明の内視鏡用照明装置を備える。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の内視鏡用照明装置およびこれを備えた内視鏡装置によれば、配線パターンを覆
う被覆層が設けられていることにより、水等の液体による短絡が起こりにくい。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１実施形態の内視鏡用照明装置を備えた内視鏡装置を示す模式図であ
る。
【図２】同内視鏡用照明装置の一部の構成を示す模式的な断面図である。
【図３】図２の拡大図である。
【図４】同内視鏡用照明装置の他の構成例を示す模式的な断面図である。
【図５】同実施形態の変形例の構成を示す模式的な断面図である。
【図６】本発明の第２実施形態の内視鏡用照明装置の一部の構成を示す模式的な断面図で
ある。
【図７】本発明の第３実施形態の内視鏡用照明装置の一部の構成を示す模式的な断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態の内視鏡用照明装置（以下、単に「照明装置」と称する。）及び
これを備えた内視鏡装置について説明する。図１は、本実施形態の照明装置を備えた内視
鏡装置を示す模式図である。図２は、照明装置の一部の構成を示す模式的な断面図である
。図３は、図２の拡大図である。図４は、本実施形態の照明装置の他の構成例を示す模式
的な断面図である。
　内視鏡装置１は、長尺の挿入部２と、挿入部２の遠位端に設けられた撮像装置５及び照
明装置１０と、挿入部２の近位端に設けられた本体部２０とを備える。
【００１６】
　挿入部２は、可撓性を有する管状部材であり、撮像装置５及び照明装置１０を駆動させ
るための電力線３及び信号線４が内部に配されている。また、挿入部２の遠位端は、図示
しない能動湾曲機構を有しており、本体部２０における操作入力に対応して挿入部２の遠
位端が湾曲動作する。
【００１７】
　撮像装置５は、挿入部２の遠位端から前方あるいは側方に視野を有する撮像光学系６と
、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）やＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍ
ｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）などのエリアイ
メージセンサ７と、エリアイメージセンサ７を制御するＣＣＵ８（Ｃａｍｅｒａ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）とを備えている。また、撮像装置５は、挿入部２内の電力線３およ
び信号線４を介して本体部２０内の制御装置に接続されている。
【００１８】
　照明装置１０は、外光が届かない部位において撮像装置５による撮像を良好にする目的
で挿入部２の遠位端部２ａに設けられている。照明装置１０は、挿入部２の遠位端部２ａ
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に配された枠体１１と、枠体１１内に配された基板１２、照明光源１４、被覆部１６、蛍
光体１７及び封止樹脂１８とを備える。
　枠体１１は、たとえばステンレス等の耐腐食性の高い金属材料によって形成されており
、本実施形態では筒状に形成されている。
【００１９】
　基板１２は、例えばセラミックス製であり、外面に上に配線パターン１３が形成されて
いる。また、基板１２上には、照明光源１４として青色ＬＥＤが実装されている。青色Ｌ
ＥＤと配線パターン１３とは金線等からなるボンディングワイヤ１５によって接続されて
おり、照明光源１４は、配線パターン１３と電気的に接続されている。
　また、基板１２は、照明光源１４から発せられた光を好適に反射させることができるよ
うにするために、照明光源１４が取り付けられている面が白色となっている。さらに、基
板１２の配線パターン１３は、照明光源１４から発せられた光を好適に反射させることが
できるようにするために、銀を含有するパターンとなっている。本実施形態では、照明装
置１０から発せられる光を基板１２及び配線パターン１３により好適に反射させることが
できるので、光の減衰を低く抑え、効率よく照明光を発することができる。
【００２０】
　被覆部１６は、配線パターン１３を覆うように基板１２上に設けられている。被覆部１
６は、光透過性樹脂１６ａ内にフィラー１６ｂが分散された状態で硬化した硬化物であり
、光透過性を有し且つ絶縁性を有している。
　被覆部１６の材料として使用可能な光透過性樹脂１６ａは、電子部品の被覆に使用され
る光透過性のアンダーフィルの材料を適宜選択してよい。また、光透過性樹脂１６ａに分
散されるフィラー１６ｂは、光透過性を有する絶縁材料からなる。フィラー１６ｂの材料
の一例としては、例えばシリカを挙げることができる。
【００２１】
　被覆部１６の光透過性樹脂１６ａは、基板１２に対する接着性が高い。また、被覆部１
６は、基板１２の線膨張係数とほぼ同等の線膨張係数を有する。被覆部１６の線膨張係数
は、光透過性樹脂１６ａ及びフィラー１６ｂの材質や、光透過性樹脂１６ａに対するフィ
ラー１６ｂの含有率などを調整することによって、基板１２の線膨張係数とほぼ同等の線
膨張係数となるように設定される。
　例えば、被覆部１６を構成する光透過性樹脂１６ａのみの線膨張係数が基板１２の線膨
張係数よりも高い場合、フィラー１６ｂは、被覆部１６の線膨張係数を当該光透過性樹脂
１６ａのみの線膨張係数よりも下げるために使用される。また、フィラー１６ｂの比重、
平均粒子径、形状、あるいは表面特性等を適切に設定することにより、フィラー１６ｂを
、光透過性樹脂１６ａの流動体内で沈殿しにくいものとすることもできる。
【００２２】
　なお、内視鏡装置１の使用環境として想定される温度範囲内において被覆部１６と基板
１２との界面に亀裂や剥離が生じない範囲であれば、被覆部１６と基板１２との線膨張係
数が異なっていても、本発明における略同等の線膨張係数ということができる。
【００２３】
　被覆部１６を基板１２に設ける方法としては、例えばフィラー１６ｂが分散された光透
過性樹脂１６ａの流動体を、照明光源１４が実装された基板１２に滴下し、遠心力を掛け
て不要な流動体を飛ばして除去する。これにより、照明光源１４及び配線パターン１３に
は、フィラー１６ｂが分散された状態の光透過性樹脂１６ａの皮膜が形成される。その後
、所定の硬化処理によって光透過性樹脂１６ａの流動体を硬化させることにより、略均一
な膜厚の被覆部１６が基板１２上に形成される。
【００２４】
　また、被覆部１６を基板１２に設ける別の方法としては、フィラー１６ｂが分散された
光透過性樹脂１６ａの流動体が流動性を有しているうちに、基板１２において当該流動体
が滴下された面を下向きにして静置してもよい。これにより、余剰の流動体が重力によっ
て除去されて、フィラー１６ｂが分散された状態の光透過性樹脂１６ａの皮膜が基板１２



(6) JP 2013-230186 A 2013.11.14

10

20

30

40

50

上に形成される。その後、所定の硬化処理によって光透過性樹脂１６ａの流動体を硬化さ
せることにより、略均一な膜厚の被覆部１６が基板１２上に形成される。
【００２５】
　なお、本実施形態においては、上述の方法により、照明光源１４及びボンディングワイ
ヤ１５の一部若しくは全部が被覆部１６によって覆われる場合がある。この場合であって
も特に大きな問題とはならない。
【００２６】
　また、上述の方法において、照明光源１４における発光箇所をマスクし、被覆部１６の
形成後にマスクを除去することによって発光箇所を露出させてもよい。これにより、照明
光源１４の発光箇所が被覆部１６に被覆されなくなるので、照明光源１４から発せられる
光の減衰を低く抑えることができる。
【００２７】
　また、本実施形態においては、上述の方法により、枠体１１の内面の一部若しくは全部
が被覆部１６によって覆われる場合がある。この場合には、基板１２と被覆部１６との界
面が剥離した場合における水等の進入経路を長く確保することができる。また、枠体１１
の内面、照明光源１４、基板１２、及びボンディングワイヤ１５の全体が被覆部１６によ
って覆われるように被覆部１６を形成する場合には、フィラー１６ｂが分散された状態の
光透過性樹脂１６ａの流動体を特にマスクを設けることなく滴下すればよいので、作業性
がよく、膜厚の管理も容易である。
【００２８】
　蛍光体１７は、本実施形態における照明光源１４である青色ＬＥＤから発せられる青色
光を励起光として白色光を発する蛍光物質を含む。本実施形態では、蛍光体１７は、照明
光源１４の発光箇所に接するように被覆部１６上に積層されている。また、ボンディング
ワイヤ１５の一部は、蛍光体１７内に配されている。
【００２９】
　封止樹脂１８は、被覆部１６に積層され光透過性を有する樹脂である。封止樹脂１８は
、光透過性が高く、透明であることが好ましい。また、封止樹脂１８は、耐熱性、耐油性
、耐薬品性等、外部環境の変化に対して高い耐性を有する材料によって構成されているこ
とが好ましい。
【００３０】
　封止樹脂１８と被覆部１６との接着性は高い方が好ましいが、封止樹脂１８と被覆部１
６とが必ずしも高い接着力で接着されている必要はない。その一方で、被覆部１６と基板
１２とは高い接着力で接着されていることが好ましい。被覆部１６と基板１２とが高い接
着力で接着されていると、照明装置１０に外力がかかったときに、基板１２から被覆部１
６が剥離しにくくなる。
【００３１】
　また、封止樹脂１８と被覆部１６との接着力よりも被覆部１６と基板１２との接着力の
方が高くなっていてもよい。この場合、照明装置１０に外力がかかったときに、基板１２
から被覆部１６が剥離する前に被覆部１６から封止樹脂１８が剥離することにより、照明
装置１０にかかる外力を逃がし、被覆部１６による基板１２の被覆を維持することができ
る。
【００３２】
　本体部２０は、内視鏡装置１の使用者が把持する把持部２１と、撮像装置５および照明
装置１０を制御するための制御部２２と、撮像装置５によって撮像された画像等を表示す
るための表示部２３と、内視鏡装置１に対する操作入力を受け付ける操作部２４とを備え
る。
【００３３】
　次に、照明装置１０の作用について説明する。図４は、照明装置１０の作用を説明する
ための図である。
　照明装置１０は、基板１２に被覆部１６が固定され、被覆部１６に蛍光体１７が固定さ
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れた状態となっている。また、蛍光体１７には、封止樹脂１８が固定されている。
【００３４】
　ここで、封止樹脂１８は、耐熱性、耐油性、および耐薬品性が高いものであることが好
ましく、枠体１１や蛍光体１７に対する接着性に劣る場合がある。また、蛍光体１７は、
蛍光物質を含んでいるので、枠体１１、被覆部１６、及び封止樹脂１８に対する接着性に
劣る場合がある。
【００３５】
　また、内視鏡装置１の挿入部２の遠位端は、内視鏡装置１を用いた観察対象物の観察に
おいて、観察対象物の内部に挿入されるので、観察対象物内で様々な障害物に衝突する場
合がある。このため、挿入部２の遠位端に設けられた照明装置１０には外力がかかる場合
がある。
【００３６】
　照明装置１０に外力がかかったときには、基板１２と被覆部１６との界面、被覆部１６
と蛍光体１７との界面、蛍光体１７と封止樹脂１８との界面、及び枠体１１と被覆部１６
との海面のいずれにも、各界面が剥離するような力をうける場合がある。
　また、照明装置１０に熱がかかったときには、各構成要素が膨張し、線膨張係数が大き
く異なる場合には歪みが生じることがある。
【００３７】
　照明装置１０にかかる外力や熱によって、剥離や歪み等の変形が生じると、変形箇所に
水等が浸入する可能性がある。照明装置１０の内部に水等が進入した場合、水等が配線パ
ターン１３に付着すると、水等を介して回路がショートする可能性がある。
　また、水等が配線パターン１３に付着した場合、配線パターン１３の一部から金属イオ
ン（例えば銀イオン）が析出し、配線パターン１３の他の部分と導通してしまうマイグレ
ーションが生じる場合がある。水等を介したショートや、腐食によるマイグレーションが
生じると、照明装置１０の動作が不安定になったり、照明装置１０が故障したりすること
がある。
【００３８】
　本実施形態では、基板１２が被覆部１６によって覆われており、照明装置１０に外力が
かかった場合でも、基板１２は被覆部１６に覆われた状態で維持される。このため、基板
１２に形成された配線パターン１３は防水状態で維持されるので水等によるショートや腐
食によるマイグレーションが起こりにくい。
【００３９】
　また、基板１２上に実装された照明光源１４の全部が被覆部１６により覆われている場
合には、照明光源１４についても同様に防水状態で維持される。
【００４０】
　また、ボンディングワイヤ１５の全部が被覆部１６により覆われている場合には、ボン
ディングワイヤ１５についても同様に防水状態で維持される。
【００４１】
　また、枠体１１の内面が被覆部１６により被覆されている場合には、水等が進入し得る
経路を長く構成することができ、被覆部１６が剥離するような外力が照明装置１０にかか
った場合にも防水状態を長く維持することができる。
【００４２】
　また、被覆部１６が、光透過性樹脂１６ａにフィラー１６ｂが分散されて形成されてい
るので、フィラー１６ｂを適切に選択して光透過性樹脂１６ａに分散させることにより、
被覆部１６の線膨張係数を、基板１２の線膨張係数と略同等とすることができる。
【００４３】
　また、本実施形態の照明装置１０を備えた内視鏡装置１は、照明装置１０に外力がかか
るような環境下で使用した場合に、照明装置１０に水等が進入することによる照明装置１
０の故障が起こりにくい。
【００４４】
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（変形例１）
　次に、本実施形態の変形例の構成について説明する。図５は、本変形例の構成を示す模
式的な断面図である。
　本変形例では、蛍光体１７は、上述の第１実施形態よりも厚く構成されている。これに
より、ボンディングワイヤ１５の全てが蛍光体１７によって被覆された状態となっている
。
【００４５】
　一般的に、蛍光物質が樹脂に含有された蛍光体１７は、他の樹脂やセラミックスに対す
る接着力が低い。このため、照明装置１０に外力がかかった場合、封止樹脂１８が蛍光体
１７から剥離することが考えられる。本変形例では、ボンディングワイヤ１５が全て蛍光
体１７内に配されているので、封止樹脂１８が蛍光体１７から剥離しても、ボンディング
ワイヤ１５に水等が接触することがない。これにより、ボンディングワイヤ１５に対する
短絡が生じにくい。
【００４６】
　また、本変形例では、照明光源１４及び配線パターン１３は被覆部１６によって防水構
造とされ、ボンディングワイヤ１５は蛍光体１７により防水構造とされている。このため
、照明装置１０において挿入部２の遠位端に配された構成要素において、照明装置１０に
外力がかかった場合における防水状態が保たれている。
【００４７】
（変形例２）
　次に、本実施形態の他の変形例について説明する。
　本変形例では、被覆部１６の構成が上述の実施形態と異なり、被覆部１６は、メッキ塗
装やレジスト皮膜によって形成される。
【００４８】
　本変形例におけるメッキ塗装は、所謂電着塗装であり、フィラー１６ｂが分散された光
透過性樹脂１６ａを溶媒に溶解させた状態で基板１２上に接触させ、基板１２における金
属部分に樹脂による被覆部１６を形成する。これにより、水等が付着した場合にショート
やマイグレーションが生じうる金属部分を被覆部１６によって覆うことができる。
【００４９】
　また、本変形例におけるレジスト皮膜は、配線パターン１３の形成をエッチングによっ
て行なう際に使用されるレジストを被覆部１６として利用するものである。これにより、
これにより、水等が付着した場合にショートやマイグレーションが生じうる金属部分を被
覆部１６によって覆うことができる。
【００５０】
（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態の内視鏡用照明装置及びこれを備えた内視鏡装置について
説明する。図６は、本実施形態の内視鏡用照明装置の一部の構成を示す模式的な断面図で
ある。
　本実施形態では、枠体１１と封止樹脂１８との間、枠体１１と蛍光体１７との間、及び
枠体１１と被覆部１６との間には隙間３０が設けられている。これらの隙間３０は、枠体
１１に外力がかかったときに枠体１１が変形しても枠体１１から封止樹脂１８、蛍光体１
７、および被覆部１６に外力が伝わらないように緩衝するための空間として機能する。
　本実施形態では、被覆部１６、蛍光体１７、及び封止樹脂１８を形成する工程において
、枠体１１との間に隙間が生じるようにスペーサー（成形型）を取り付ける。さらに、被
覆部１６、蛍光体１７、及び封止樹脂１８の形成後にスペーサーを取り外して、隙間３０
を空けた状態とする。
　このような構成であっても、上述の実施形態と同様の効果を奏する。
　また、枠体１１に外力がかかったときに基板１２から被覆部１６が剥離しにくく、防水
状態を好適に維持できる。
【００５１】
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（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態の内視鏡用照明装置及びこれを備えた内視鏡装置について
説明する。図７は、本実施形態の内視鏡用照明装置の一部の構成を示す模式的な断面図で
ある。
　本実施形態では、基板１２及び被覆部１６に代えて、基板１２Ａ及び被覆部１６Ａを備
える。
【００５２】
　基板１２Ａは、例えば、ガラスエポキシ基板等、樹脂を含有している。また、被覆部１
６Ａは、照明光源１４から発せられた光を反射させる高反射部材からなる。
【００５３】
　被覆部１６Ａは、例えば、白色のセラミックスコーティングや、白色あるいは銀色の絶
縁性塗膜等とすることができる。
　また、本実施形態においても、被覆部１６Ａは基板１２Ａに対して略同等の線膨張係数
を有していることが好ましい。例えば、樹脂を含有する基板１２Ａに対しては、被覆部１
６Ａが樹脂を含有していると、線膨張係数を容易に略同等とすることができる。
　このような構成であっても、上述の実施形態と同様の効果を奏する。
【００５４】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実施
形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
　例えば、本発明の内視鏡用照明装置は、挿入部の遠位端に照明装置のみ設けられ、当該
挿入部とは別の挿入部に撮像装置が設けられた内視鏡装置と組み合わせて使用されるもの
であってもよい。
　また、上述の各実施形態及び各変形例において示した構成要素は適宜に組み合わせて構
成することが可能である。
　なお、上記具体的な構成に対する設計変更等は上記事項には限定されない。
【符号の説明】
【００５５】
　１　内視鏡装置
　２　挿入部
　２ａ　遠位端部
　３　電力線
　４　信号線
　５　撮像装置
　６　撮像光学系
　７　エリアイメージセンサ
　１０　照明装置
　１１　枠体
　１２　基板
　１３　パターン
　１４　照明光源
　１５　ボンディングワイヤ
　１６　被覆部
　１６ａ　光透過性樹脂
　１６ｂ　フィラー
　１７　蛍光体
　１８　封止樹脂
　２０　本体部
　２１　把持部
　２２　制御部
　２３　表示部
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　２４　操作部
　３０　隙間

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】
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